（様式３）〔対象市町村等→都道府県→国〕
平成　　年　　月　　日
国土交通省土地・水資源局
　　　　　国土調査課長　殿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　対象市町村等名：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
　　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地　　：〒
　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者名・℡：　　　　（　　　　）
地籍アドバイザー派遣申込書
　地籍整備に資する事業の効果的な実施にあたり、アドバイスを受けたいので地籍アドバイザーの派遣方お願いします。
　なお、告知事項（裏面参照）について同意することを申し添えます。
１．派遣希望日時及び場所
	希望日時
	平成　　年　　月　　日（　）　～　平成　　年　　月　　日（　）の〔　　日間〕

	派遣場所
	〒
ふりがな　
所在地又は会場名
電　話　　　　（　　　）　　　　　　　FAX　　　　　（　　　）

	本件に係る連絡先等
	担当者名
電　話　　　　（　　　）　　　　　　　FAX　　　　　（　　　）　

	地籍アドバイザー名
	


２．アドバイスを受けたい事項（○印を付けて下さい。）
　　①国土調査法    　　　      　  ⑧工程管理及び検査
　　②不動産登記法        　　　  　⑨認証請求
　　③地籍調査計画業務      　　　　⑩１９条５項指定（民間事業を含む）
　　④地籍調査設計業務      　　　　⑪数値情報化
　　⑤一筆地調査            　　　　⑫成果の維持管理 
　　⑥地籍測量・地積測定    　　　　⑬利活用
　　⑦地籍図・簿の作成・閲覧　　　　
３．上記２．の具体的な内容

※　民間事業者から申請のあった場合は写しを取り転送願います。
（様式３）の裏面
地籍アドバイザー派遣申込みについての注意事項
１．申込みからアドバイスを受けるまでの手続き
(１)派遣を希望する場合は、この申込書に必要事項を記入のうえ、原則として派遣希望日の１ヶ月前までに国に送付して下さい。なお、申込書の提出が遅れると、希望日時に派遣できなくなることがありますので、御注意下さい。
(２)国は、申込書を受理後に内容を確認し、実施機関に派遣の指示をします。
(３)実施機関は、派遣依頼書を地籍アドバイザーへ送付し、地籍アドバイザーの承諾を得た後、派遣通知書を対象市町村等へ送付し、地籍アドバイザーを派遣します。
２．アドバイスを受けた後の手続き
　「地籍アドバイザー指導・助言内容報告書」に所定事項を記入のうえ、実施機関あてに直接提出して下さい。
　また、同報告書は、地籍アドバイザーに謝金、旅費を支払うための検証書類となるので、アドバイスを受けた後、速やかに実施機関あて提出方お願いします。
	告　知　事　項
　１．地籍アドバイザーのアドバイスに関して、貴市町村等に損害が生じた場合、国及び実施機関はその責を一切負わないものとします。
　２．地籍アドバイザーのアドバイスに関して、故意又は重大な過失があると認められた場合を除いて、地籍アドバイザーは、その責を一切負わないものとします。



	 　　　　　　　　問合せ先
 　　国土交通省土地・水資源局国土調査課
 　　〒１００－８９１８
 　　　東京都千代田区霞が関２－１－２
 　　　中央合同庁舎第２号館
 　　TEL　０３－５２５３－８３８４（直通）
 　　FAX　０３－５２５３－１５８０
　　　実施機関名、住所、電話番号


